
垂水市における「妊娠期から子育て期にわたる」切れ目のない支援体制
【垂水市子育て世代包括支援センター（母子保健型）× 垂水市保健課×関係機関との支援イメージ】
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①妊娠に関する
相談・知識普及

④母子手帳交付

⑤妊婦健康診査

⑥妊婦歯科健診

⑦両親学級

⑧出生手続き

⑩産後ケア事業

⑨産婦健康診査

⑫新生児訪問

⑭こんにちは
赤ちゃん訪問

※母子保健
推進委員

こ
ど
も
支
援

母
親
・
こ
ど
も
支
援

⑮定期健康診査

◎3か月児 ◎6-8か月児

◎1歳児 ◎1歳6か月児

◎2歳児歯科 ◎2歳6か月歯科

◎3歳児 ◎5歳児歯科

⑯各種教室

◎離乳食教室 ◎親子教室

◎心理相談◎言語相談◎巡回相談

重点期間

【役割凡例】 支援センター（母子保健型） 保健課（健康増進係／母子保健業務）

妊娠前 妊娠期 出産 産後 子育て期①
（産後～3歳）

子育て期②
（4歳～就学前6歳）

子育て期③
（7歳～18歳）

関係機関
医療機関・保健所・児童相談所・民生委員・学校等

連携

状況に応じて
の関わり

②風しん予防接種

③不妊治療関連

⑪未熟児養育医療

⑬新生児聴覚検査 ⑰各種予防接種

保健課（健康増進係／母子保健業務）

垂水市子育て世代包括支援センター（基本型）
※垂水市子育て支援センター内

垂水市子育て世代包括支援センター（母子保健型）

妊娠期から子育て期の子育て支援について、
利用者の目線から切れ目なく一貫性のあるものとして
提供されるようマネジメントを行う。

①妊産婦・乳幼児等の実態把握 ②各種相談・助言・保健指導

③セルフ・支援プラン策定 ④関係機関等との連携・連絡調整

具体的には、母子保健業務等の同席等を通じて、次の４つの業務を行う。

密接な連携

教育委員会福祉課
（児童障害者係）

密接な連携 密接な連携 連携

※所管課：福祉課（児童障害者係） ※委託先：垂水市社会福祉協議会

⑱母子健康相談 ⑲妊産婦・子育てオンライン相談事業

連携 連携 連携


